
総数 1事業所あたり 総額 1事業所あたり 従業員1人あたり

平 成 13 年 30 966 32 2,028,995 67,633 2,100 1,117,557

平 成 14 年 29 890 31 2,021,041 69,691 2,271 621,227

平 成 15 年 29 888 31 3,725,303 128,459 4,195 1,390,233

平 成 16 年 26 886 34 3,894,537 149,790 4,396 1,104,456

平 成 17 年 27 833 31 3,361,281 124,492 4,035 1,156,087

平 成 18 年 24 785 33 3,254,875 135,620 4,146 1,119,543

平 成 19 年 22 747 34 3,141,636 142,802 4,206 1,138,405

平 成 20 年 22 871 40 2,561,930 116,451 2,941 1,127,351

平 成 21 年 22 745 34 1,679,518 76,342 2,254 802,332

総数 1事業所あたり 総額 1事業所あたり 従業員1人あたり

平 成 13 年 34 69 2 57,379 1,688 832 －

平 成 14 年 31 61 2 51,158 1,650 839 23,795

平 成 15 年 24 48 2 17,600 733 367 10,903

平 成 16 年 24 49 2 46,003 1,917 939 19,815

平 成 17 年 20 40 2 21,972 1,099 549 11,774

平 成 18 年 21 43 2 － － － －

平 成 19 年 21 47 2 － － － －

平 成 20 年 18 36 2 14,212 790 395 6,777

平 成 21 年 － － － － － － －

（１）事業所数は各年１２月３１日現在の数である。
（２）従業者数は各年１２月３１日現在の常用労働者と個人事業主及び無給家族従業者の合計である。
（３）製造品出荷額等は、各年１年間における製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額及びその他
　　　の収入額の合計であり、内国消費税額が含まれている。
　　①製造品出荷額は、その事業所の所有に属する原材料によって製造されたものを事業所から出荷した
　　　場合の工場出荷額であり、同じ企業に属する他の事業所へ引き渡したものを含んでいる。
　　②加工賃収入額は、他の所有に属する原材料によって製造し、あるいは他の所有に属する製品又は
　　　半製品に加工、処理を加え引き渡したものに対して受け取った、又は受け取るべき加工賃をいう。
　　③修理料収入額は、修理を行って受け取った、又は受け取るべき収入額である。
　　④その他の収入額は冷蔵保管料、広告料、自家発電の剰余電力の販売収入等である。
（４）粗付加価値額の計算式
　　粗付加価値額＝製造品出荷額等－内国消費税額－原材料使用額等
（５）内国消費税額とは、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税の納付税額又は納付すべき税額の合計
　　　である。

粗付加価値額

湧水町の工業（製造業）
　2.工業（概要）の推移

　●従業者４人以上の事業所● （各年１２月３１日現在）

年　　次 事業所数
従業者数（人） 製造品出荷額等（万円）

粗付加価値額

※H21年においては従業員3人以下の事業所は本調査対象外となる。

資料：工業統計調査

※集計項目等の説明

資料：工業統計調査

　●従業者１～３人の事業所● （各年１２月３１日現在）

年　　次 事業所数
従業者数（人） 製造品出荷額等（万円）


